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非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁が

非合法外国人労働者と自国人労働者におよばす影響

島 田

Abstract

ByassumlngaSmallopeneconomy,weinvestigatetheeffectsofem-

ployersanctionsonillegalimmlgrantemploymentandnativeworker

welfare.Forthispurpose,weassumethenon-Shirkmodeltotakethe

possibleeffectsofemployersanctionsonillegalimmlgrantutilitiesinto

account.Wealsoassumethattheprobabilitythatthegovernmentwill

discoverillegalimmlgrantemploymenthardlyIncreasesWiththe

resourcesinvestedbyitandthatallthecostsofemployersanctionsare

financedbythefinesimposedonthefirmsthatemployillegalim一

mlgrantS.Inthispaper,Wedemonstratethatevenunderthesecircum-

stances,Strengtheningemployersanctionscannotonlyreduceillegalim-

mlgrantemploymentbutalsocanincreasenativeworkerwelfare･
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l節 は じ め に

本論文の目的は,非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁(employer

sanctions)が非合法外国人労働者の雇用と自国人労働者の厚生におよばす影

響を検討することである1).具体的には小国開放経済において政策当局が,

1)政策当局の非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁を意味する èmployersanc-

tions'は,日本語でいくつかの表し方をもっている.例えば紺屋(2003)は ｢雇用主 (懲

罰)制度｣と表している.本論文は内容を具体的に示すよう ｢非合法外国人労働者の雇

用者にたいする制裁｣と表す.
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資源を投入して非合法外国人労働者の雇用を見つけようとする.非合法外国

人労働者の雇用を見つけると,政策当局はそのような労働者を雇っている企

業に罰金を科す.またそのような企業に雇われている非合法外国人労働者は

解雇される.このような小国開放経済を仮定して政策当局が罰金を増加させ

雇用者にたいする制裁を強めることによって,非合法外国人労働者の雇用を

抑制できるかどうか,またこのとき自国人労働者の厚生にどのような影響が

しょうじるかを明らかにする.

非合法外国人労働者は,受入国につぎのような悪影響をおよばすおそれが

ある2).非合法外国人労働者は不熟練自国人労働者に取って代わったり,質

金の上昇を妨げたりする3).また構造調整や技術進歩を遅らせ国際競争力を

低下させたり,非合法的な部門への資本移動を促し合法的な部門の経済活動

を停滞させたりする4).さらに非合法外国人労働者は,社会保障政策から受

ける恩恵よりも少ない負担しかおこなわない5).

このため多 くの国が非合法外国人労働者の流入や雇用を抑制しようとして

いる.その手段の 1つとして非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁が

広 く実施されている6).すなわち政策当局が非合法外国人労働者の雇用を発

2)非合法外国人労働者受け入れの経済的影響については,Djajie(2001)などを参照せよ･

3)これらの影響についての初期の展望論文にGreenwoodandMcDowell(1986)がある.

4)DjajiC(1997)は,非合法外国人労働者の受け入れとそれによる非合法部門の拡大が資源

配分や財価格や賃金にどのような影響をおよばすかを分析した.

5)外国人労働者受け入れの財政にたいする影響については,Borjas(1999)などを参照せ

よ.

6)RobinandBarros(2000)によると非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁は,オー

ストラリア,オーストリア,ベルギー,フィンランド,フランス,ドイツ,ギリシャ,

日本,オランダ,ノルウェー,ポル トガル,スペイン,スイス,イギリス,アメリカな

どで実施されている.またアメリカ,ドイツ,フランスでおこなわれている非合法外国

人労働者の雇用者にたいする制裁については,MartinandMiller(2000)などを参照せよ.

これ以外に入国管理(bordercontrol)の強化や外国人労働者の受け入れ枠(immigration

quotas)の設定などが同時におこなわれることが多い.現実の経済ではこれらの手段は独

立に操作されることが多いが,Shimada(2006)は外国人労働者の受け入れ枠 と非合法外

国人労働者の雇用者にたいする制裁が自国人労働者や合法外国人労働者の予想生涯効用

の増加にとって独立ではないことを明らかにした.
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見しこれらの労働者が非合法であることを証明すると,そのような労働者を

雇っていた企業は罰金を科せられる.

非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁については,多数の優れた研

究が存在する.例えばEthier(1986)は非合法外国人労働者の影響について

のはじめての正式な理論分析であり,入国管理と非合法外国人労働者の雇用

者にたいする制裁が受入国の厚生や所得分配におよばす影響を明らかにし

た .

BondandChen(1987)はEthier(1986)を拡張し,制裁の最適な水準を導き

出した.Carter(2005)は受入国の労働市場で非合法外国人労働者が他の労働

者と競合するばあいに,どのような制裁が望ましいかを明らかにした7).

しかし非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁についての多 くの分析

は,つぎのような問題を含んでいる.第 1の問題点は,非合法外国人労働者

の雇用者にたいする制裁が非合法外国人労働者の労働供給におよぼす影響で

ある.非合法外国人労働者の雇用が政策当局に見つかれば,非合法外国人労

働者を雇っている企業が罰せられるとともに,雇われていた非合法外国人労

働者は通常,解雇されたり出身国へ強制送還されたりする.このため現実の

経済では,非合法外国人労働者はこのような可能性を考慮しながら労働を供

給するだろう.しかしモデル分析では非合法外国人労働者の雇用者にたいす

る制裁は,非合法外国人労働者の労働供給に影響をおよばさないと仮定され

ることが多い8).

7)もちろん非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁の有効性にたいしては,懐疑的

な見方も存在する(Chiswick1988,BoswellandStraubhaar2004).

8)AgiomirgianakisandZervoyianni(2001)は政策当局が非合法外国人労働者の雇用を見つ

けると,企業に罰金を科すと仮定している.しかし雇われていた非合法外国人労働者は

解雇されたり強制送還されたりするとは明示的に仮定していない.一方 Carter(1999)は,

政策当局が非合法外国人労働者の雇用を見つけるとこれらの労働者が強制送還されると

仮定し,このことが彼らの労働供給に影響をおよばしている.ただし非合法外国人労働

者の雇用者にたいする制裁は仮定していない.
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第 2の問題点は,非合法外国人労働者の雇用の政策当局による摘発にかん

する仮定である.現実の非合法外国人労働者の雇用量は膨大である.このた

め現実には仮に政策当局が彼らを見つけるために投入する資源を大幅に増加

させたとしても,彼らを発見し非合法であると証明する確率はほとんど上昇

しないだろう.しかしモデル分析では投入する資源を増やすと彼らを見つけ

る確率が確実に上昇すると仮定されることが多い9).また現実の政策当局が

非合法外国人労働者の雇用を見つけるために投入できる資源は限られている

から,政策当局がこれを実際にどのように調達するかはひじょうに重要な問

題である.このためモデル分析でも予算制約を課し,税金などによって賄う

と仮定されることがある10).しかし税金は非合法外国人労働者の雇用を抑制

するためにも支出されるだろうが,その額はひじょうに限られている.多く

のモデル分析は,現実の政策当局がこのような目的に投入できる資源がごく

わずかであることを十分反映していない.

第 3の問題点は,非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁が自国人労

働者におよばす影響である.非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁は

これらの労働者の雇用抑制を目指したものだから,制裁の変更がこれらの労

働者の雇用におよぼす影響を明らかにすることはいうまでもない.しかし同

時に制裁の変更が自国人労働者の厚生におよばす影響も明らかにしなければ

ならないだろう.なぜなら制裁を強めることによって非合法外国人労働者の

雇用量が減少しても,自国人労働者の雇用量が減少したり雇われている自国

人労働者の効用が低下したりするならば,制裁はかならずLも非合法外国人

9)例えばEthier(1986)や BondandChen(1987)は,発見し証明する確率の上昇は投入す

る資源の増加とともに減少すると仮定しているが,ほとんど上昇しないとは仮定してい

ない.

10)例えばBucciandTenorio(1996)は,税金 と罰金によって非合法外国人労働者の雇用を

見つけるために投入する資源 と失業手当を賄うと仮定している.失業手当の支払いが大

きければ,非合法外国人労働者の雇用を見つけるために投入される資源はわずかであろ

う.ただしYoshida(2004)は本論文で仮定するように,罰金によって非合法外国人労働

者の雇用を見つけるために投入する資源をすべて賄うばあいを仮定している.
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労働者の雇用抑制の有効な手段とはなり得ないからである.制裁にかんする

多くの分析は,制裁の変更が自国人労働者におよぼす影響を十分に検討して

いない11)

そこで本論文は,非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁が非合法外

国人労働者の行動におよばす影響を分析に反映させるために,非怠業モデル

(non-Shirkmodel)をもちいて賃金率を決定する.また投入する資源を大幅

に増加させても非合法外国人労働者の雇用を見つける確率はほとんど上昇せ

ず,投入する資源が罰金だけによって賄われると仮定する.これらの仮定を

おくことにより,分析における非合法外国人労働者の雇用の政策当局による

摘発を現実に近づける.そしてこのようなモデルをもちいて,非合法外国人

労働者の雇用者にたいする制裁が非合法外国人労働者の雇用と自国人労働者

の厚生におよぼす影響を明らかにする.

本論文では,つぎの結果が得られる.非合法外国人労働者の雇用を見つけ

るために投入する資源を大きく増加させても非合法外国人労働者の雇用を見

つける確率がほとんど上昇せず,かつその費用を罰金だけで賄ったとしても,

罰金を増加させると非合法外国人労働者の雇用量は減少し,同時に自国人労

働者の雇用量と予想生涯効用が増加する.

本論文の構成は,以下のとおりである.2節は,政策当局が非合法外国人

労働者の雇用者にたいし制裁を科す小国開放経済をモデル化する.3節は,

自国人労働者 と非合法外国人労働者それぞれの非怠業条件から,それぞれの

労働者の名目賃金率と予想生涯効用を求める.4節は,政策当局による罰金

の操作が非合法外国人労働者の雇用や自国人労働者の厚生にどのような影響

をおよばすかを調べる.5節は,本論文をまとめ,今後検討し改善すべき点

をあげる.

ll)YoshidaandWoodland(2005)第6章および第7章は,非合法外国人労働者の雇用者にた

いする制裁の厚生分析をおこなうさい,社会的厚生を受入国の国民所得をもちいて定義

している,自国人労働者の効用にたいする影響は明示的に考慮されていない.
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2節 モデル

本論文は単一の労働市場をもつ小国開放経済を仮定する.小国開放経済は

外国人労働者の流入をつうじて,自国を除く世界とつながりをもっている.

小国開放経済には複数の労働者,複数の企業および政策当局が存在する.

自国人労働者数をNN,ただしNuは定数でNd>0,と仮定する.外国人労

働者は一般に合法外国人労働者と非合法外国人労働者からなるが,簡単化の

ために小国開放経済へ非合法外国人労働者がM-,ただしM-は定数でM->0,

流入すると仮定する.また流入した非合法外国人労働者は,小国開放経済に

留まり続ける.

企業は自国人労働者と非合法外国人労働者を雇い生産をおこなう.ただし

雇われている非合法外国人労働者が政策当局によって非合法であると発見さ

れ証明されると,雇われていた非合法外国人労働者は解雇される12).自国人

労働者と非合法外国人労働者は,企業によって代替的な生産要素と見なされ

る13).しかし非合法外国人労働者1人あたりの有効労働力(effectivelabor

force)は自国人労働者1人あたりの有効労働力よりも小さく, ♂,ただしβ

は定数で0<♂<1,の割合であると仮定する.自国人労働者の雇用量を.〟,

ただしN≦N-,とし,非合法外国人労働者の雇用量をM,ただしM≦M-,

とし,生産関数を,

Y-F(N+OM),F'>0,F"<0,

と仮定する.

政策当局は資源を投入して,雇われている外国人労働者が非合法であるか

12)雇われている外国人労働者がすべて非合法であれば,政策当局は彼らが確実に非合法

であるとわかるだろう.しかし確実に証明することは不可能であろう.本節の後述を参

照せよ.

13)自国人労働者 と非合法外国人労働者の生産要素 としての代替性は,後述(10)式からも

明らかである.
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どうかを調べる.ただし政策当局は,失業している外国人労働者が非合法で

あるかどうかは調べないと仮定する.そして政策当局は雇われている非合法

外国人労働者を少の確率で非合法であると発見し証明すると仮定する･本論文

はこのような確率を雇われている非合法外国人労働者の発見証明確率とよび,

P-P(R),0<p<1,9'>0,P'R/p(≡ヮp)<1,R>0,

と仮定する.ここでRは,政策当局が雇われている非合法外国人労働者の

発見と証明q)ために投入する資源(大きさは金額によって測られる)を表す.

政策当局が投入できる資源は限られている.また現実の多 くの企業は下請け

などを利用することにより,摘発を逃れようとする(BoswellandStraub-

haar2004).このため雇われている外国人労働者がすべて非合法であっても,

確実に非合法であると証明できるとは限らない.したがって雇われている非

合法外国人労働者の発見証明確率は 1よりも小さい.また雇われている非合

法外国人労働者の発見証明確率は,投入する資源を増加させることによって

上昇する.しかし現実には雇われている非合法外国人労働者数が膨大である

ため,投入する資源を大幅に増加させてもほとんど上昇しない.このため雇

われている非合法外国人労働者の発見証明確率の資源弾力性 でpは,一定で

十分小さいと一仮定する.

政策当局が雇われている非合法外国人労働者を発見し証明したばあい,そ

のような労働者を雇っていた企業は,雇っていた非合法外国人労働者 1人に

たいしてf,ただしf>0,の罰金を支払わなければならないと仮定する･罰

金は政策当局によって操作される.

すでに仮定したように政策当局が雇われている非合法外国人労働者を発見

し証明したばあい,雇われていた非合法外国人労働者は解雇される14).した

14)すでに述べたようにCarter(1999)は強制送還を仮定している.しかし強制送還は費用

がかかるため,現実的には可能性はかなり低いだろう.したがって現実の第1次接近とし

ては,企業が罰金を科せられると雇われている非合法外国人労働者は解雇されると仮定

するのが妥当であろう.
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がって雇われている非合法外国人労働者は自国人労働者 とは異なり,非合法

であることにより少の確率で解雇され失業する･

本論文は,政策当局が雇われている非合法外国人労働者を発見し証明する

ための費用をすべて罰金によって賄うと仮定する.このような仮定をおくの

はすでに述べたように,政策当局がこのような目的に投入できる資源が現実

には非常に限られているからである.この仮定のもとでは,

R-AfM,

が成 り立ち,雇われている非合法外国人労働者の発見証明確率は,

P-P(pfM), 汀 1

と書き換えられる.

(1)式から罰金や非合法外国人労働者の雇用量の雇われている非合法外国

人労働者の発見証明確率にたいする影響が,

･.I/'L ,, J･ :I/'･･/'L ,, JJ II/'= ,. /'

af 1-で♪f'∂M 1-ワ♪M'

と求められる･ りb<1から罰金が増加したり非合法外国人労働者の雇用量が

増加したりすると,雇われている非合法外国人労働者の発見証明確率が上昇

する･しかしりpが十分小さいため,ほとんど上昇しない･

自国人労働者の賃金率を w N とし非合法外国人労働者の賃金率を w M とす

ると,企業の利潤 打は,

Tr…F(N+OM)-WNN-WMM-P(hfM)jM,

と定義される15).ここで右辺第4項は,企業が政策当局に支払わなければな

らない罰金の合計の予想値を表す.自国人労働者の賃金率と非合法外国人労

働者の賃金率は,ShapiroandStiglitz(1984)などによる効率賃金仮説

15)本論文は分析をつうじて財価格を1と仮定する
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(efficiencywagehypothesis)にしたがって導き出される.具体的にはそれぞ

れの労働者の非怠業条件(non-shirkcondition)をみたすように決定される

(3節参照).

企業は利潤最大化を目指して,自国人労働者と非合法外国人労働者を雇う.

利潤最大化の 1階条件から,

F'-w N,

oF,-wM+鷲
が得られる.

3節 非怠業モデルによる賃金率と予想生涯効用の決定

本節は非怠業モデルをもちいて,自国人労働者と非合法外国人労働者の定

常状態における賃金率と予想生涯効用を決定する.

まず自国人労働者の賃金率と予想生涯効用を求める.雇用され怠業する自

国人労働者の予想生涯効用 VES､は,

rVES,～-wN+(β+p)(VU.了VES､), (4a)

と表される･ここで,γは割引率,βは自国人労働者が怠業以外の理由で離

職し失業する確率,pは自国人労働者が怠業し企業に見つかり解雇され失業

する確率,VUNは失業している自国人労働者の予想生涯効用を表す･(4a)式

の右辺第 1項は雇用され怠業する自国人労働者の瞬間的な効用であり,第 2

項は雇用され怠業する自国人労働者が怠業や怠業以外の理由で離職し失業す

ることによって蒙る予想生涯効用の変化の期待値である.(4a)式は,

VESN
wN+(P+p)VUN

r+P+p

と書き換えられる.

(4a')
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一方,雇用され怠業しない自国人労働者の予想生涯効用 VENNは,

rVENN-uJN一g+β(VÛ- VE"N), (5a)

と表される.ここでβ,ただしβは定数でβ>0,は,雇用され怠業しない自

国人労働者が発揮する努力を表す.(5a)式の右辺第 1, 2項は雇用され怠業

しない自国人労働者の瞬間的な効用であり,第 3項は雇用され怠業しない自

国人労働者が怠業以外の理由で離職し失業することによって蒙る予想生涯効

用の変化の期待値である.(5a)式は,

VENN
UJN-e+PVUN

7･+.L3
(5a')

と書き換えられる.

雇用されている自国人労働者は,怠業するかどうかを VENNとVESNを比較す

る ことによって決定する･もしVET<VESNならば,雇用されている自国人労

働者は怠業する･このため企業は VET≧ VEFvが成 り立つように賃金率を決定

するが,企業は自国人労働者の怠業を防ぐために必要とする以上の賃金を支

払う必要がないので,自国人労働者の非怠業条件 VET,- VESN(…VEN)をみたす

ように決定する.(4a')式,(5a')式および自国人労働者の非怠業条件から,

wN-rVUN+空 且也 e,
β

が得られる.

さらに VÛ,を,

rv UN-ibN+αN(Y EN- VuN),

(6a)

(7a)

と与える.ここで,u)7 Nは自国人労働者の失業手当,αNは離職し失業してい

る自国人労働者が再雇用される確率を表す.本論文は簡単化のために, u)-N

を0と仮定する.またα〃は定常状態において,失業から流出する自国人労働

者数と失業へ流入する自国人労働者数が等しくなるように決定される.言い
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換えればαNは,αN(Nu-N)-βNをみたすように決定される･(7a)式の右辺

第2項は,失業している自国人労働者が再雇用されることによって蒙る予想

生涯効用の変化の期待値である.

定常状態において成り立つα〃と(4a')式,(5a')式,(6a)式および(7a)式

から,定常状態における雇用されている自国人労働者の賃金率と予想生涯効

用がそれぞれ,

wN-e+‡Nl (席-N))β+re,

Y EN-I ll+(N/P(Nj N))β]e,

と求められる.(8a)式および(9a)式によると,自国人労働者の雇用量の増加

は自国人労働者が再雇用される確率の上昇をつうじて,雇用されている自国

人労働者の賃金率と予想生涯効用を増加させる.また雇用されている自国人

労働者の賃金率と予想生涯効用は,雇われている非合法外国人労働者の発見

証明確率から独立である.

つぎに非合法外国人労働者の賃金率と予想生涯効用を求める.雇用されて

いる自国人労働者とは異なり,雇用されている非合法外国人労働者は非合法

であることにより少の確率で解雇され失業するから,雇用され怠業する非合

法外国人労働者の予想生涯効用 VES､′と雇用され怠業しない非合法外国人労働

者の予想生涯効用VETlはそれぞれ

rVESM-WM十(β+p)(Vu､1- VEF､′)十P(VU､l-VEF､1),

rVETM-WM-e+β(VUM- VENM)+P(VUM- VET,),

と表される･ここで UU,Iは,失業している非合法外国人労働者の予想生涯効

用を表す.また雇用されている非合法外国人労働者が怠業や非合法であるこ

と以外の理由で離職し失業する確率,雇用されている非合法外国人労働者が

怠業し企業に見つかり解雇され失業する確率および雇用されている非合法外

国人労働者が発揮する努力は,雇用されている自国人労働者のそれらと同じ
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であると仮定する16).(4b)式の右辺第 3項と(5b)式の右辺第 3項は,雇用さ

れている非合法外国人労働者が非合法であることにより解雇され失業するば

あいに,彼らが蒙る予想生涯効用の変化の期待値である17).

(4b)式,(5b)式および非合法外国人労働者q)非怠業条件 VE"M-VESM(≡VEM)

から,

wM-rV UM+r+β+A+p e'
P

が得られる.

さらに VUMを,

rv uw-緬M+αM(VEM-VU､4),

(6b)

(7b)

と与える.ここで,ibMは非合法外国人労働者の失業手当,αMは離職し失業

している非合法外国人労働者が再雇用される確率を表す.本論文は簡単化の

ために, 元M を0と仮定する.またαMは定常状態において,失業から流出す

る非合法外国人労働者数と失業へ流入する非合法外国人労働者数が等しくな

るように決定される･言い換えればαMは,αM (ML-M)-(β+A)M をみた

すように決定される18).

定常状態で成り立つα〟と(4b)式,(5b)式,(6b)式および(7b)式から,定

常状態における雇用されている非合法外国人労働者の賃金率と予想生涯効用

はそれぞれ,

u)M=e+
(M-/(磨-M))(

P

(M/(磨 - M))(
ク)

｢
=｣

16)仮にこれらが雇用されている自国人労働者 と異なっていても一定である限り,本論文

の結果は変わらない.

17)仮に非合法であることにより解雇された非合法外国人労働者が強制送還されるならば,

このような労働者の予想生涯効用の変化の期待値は,小国開放経済で失業したばあいの

予想生涯効用ではなく出身国で得られる予想生涯効用との差である.

18)非合法外国人労働者は政策当局に非合法であることを発見され証明されることにより

企業に解雇されても,労働市場に留まり再雇用される可能性があると仮定する.
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と求められる.(8b)式と(9b)式によると,雇われている非合法外国人労働

者の発見証明確率の上昇は雇用されている非合法外国人労働者の賃金率や予

想生涯効用を高くする.これらのことは,つぎのように説明される･少が高

いほど定常状態におけるα〟が大きいから,失業期間が短 く失業している非

合法外国人労働者の予想生涯効用が大きい.このようなばあい失業のコスト

が小さいから,企業は雇用されている非合法外国人労働者の努力を引き出す

ために,高い賃金を支払わなければならない.またすでに述べたように,少

が高いほど失業している非合法外国人労働者の予想生涯効用が大きい.一方,

雇用されている非合法外国人労働者の予想生涯効用と失業している非合法外

国人労働者の予想生涯効用の差は変化しない19).このため少が高いほど,雇

用されている非合法外国人労働者の予想生涯効用が大きい.

4節 罰金の効果

本節は,政策当局による罰金の操作が非合法外国人労働者や自国人労働者

にどのような影響をおよはすかを調べる.

(2)式と(3)式から,自国人労働者の賃金率と非合法外国人労働者の賃金率

の関係が得られる.

owN-WM1% ( 10 )20)

(10)式に(8a)式 と(8b)式を代入し全微分する.自国人労働者の雇用量,

非合法外国人労働者の雇用量および罰金の関係が得られる.

N-
p(NI-N)2

//(､ PdN-AdM+Bdf, (ll )

19) vE､TVU.,-e/p･

20)AgiomirgianakisandZervoyianni(2001)では不熟練自国人労働者の名目賃金率と非合法

外国人労働者の名目賃金率のあいだに類似の関係が成り立っている.
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t> iY1

.'〝..1了▲lJ∴ -I!/早 ,,.II"I/.1':,._il. ]'l-I:/r.;.ill
ML ((.人､.e MM ヮpp. fTp PA…旦

B-毒 +‡ Mg Mi霊 ,

である.A>0,B>0から(ll)式によると,非合法外国人労働者の雇用量の

増加や罰金の増加は自国人労働者の雇用量を増加させる (∂Ⅳ/∂〃>0,∂Ⅳ/

af>0).

(3)式を全微分した式に(ll)式を代入LdNを消去する.

CdM-du)M+

ここで,

C=OF"
[(0%

N-

N-

p(N"-N)2

p(NL-N)2

･)~1B･て手も ]断 (12)

汀 1A+0]一括 怠,

である.C<0から(12)式によると,非合法外国人労働者にたいする需要は

非合法外国人労働者q)賃金率の上昇 とともに減少する(∂M/awM<0).この

ため縦軸にwMをとり横軸にM をとると,非合法外国人労働者にたいする

需要曲線は右下がりである･また-OF′′[0(e/p)(Nl (N--N)2)β]-1B+P/(1

-でp)2>Oから,罰金の上昇により非合法外国人労働者にたいする需要曲線は

下方へシフトする(∂M/af<0).

(8b)式を全微分する.

dwM-(A一毒 孟)dM･‡M4 h 鷲 手df･
し1封

A-ff79/(1-で♪)2)(p/M)>0から(13)式によると,非怠業条件をみたす定常

状態における非合法外国人労働者の賃金率は,非合法外国人労働者の雇用量

の増加 とともに上昇する(au)M/∂M>0).このため縦軸にwMをとり横軸に

〝 をとると,定常状態における非怠業条件をみたす非合法外国人労働者の
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賃金率と雇用量の関係を表すグラフは右上がりである･また(e/p)(MJ/(M-

-M)HでJ(1-かp)〉(P/i)>0から,罰金の上昇によりグラフは上方へシフト

する(au)M/af>0).

(12)式と(13)式から非合法外国人労働者の雇用量にたいする罰金の影響

は,つぎのように求められる.

dM D

df-D'

ここで,

D-A一撒 嘉一C,

D～--‡M4 hM荒 Pf+OF "(0‡
NT

p(N--N)2･)~lB一毒 ,

である.D>0,D～<0から,罰金が増加すると非合法外国人労働者の雇用量

が減少する (dM/df<0)･したがって政策当局が雇われている非合法外国人

労働者を発見し証明するために投入できる資源が限られていて,費用をすべ

て罰金によって賄うばあいにおいても,罰金を引き上げることにより非合法

外国人労働者の雇用量を減少させることが可能である.

この結果は,非合法外国人労働者にたいする需要曲線(12式)のシフトの方

向と定常状態における非怠業条件をみたす非合法外国人労働者の賃金率と雇

用量の関係を表すグラフ(13式)のシフトの方向からも明らかである.非合法

外国人労働者の雇用量はこれらのグラフがどれだけシフトするかにかかわら

ず,罰金の増加によってかならず減少する.

(ll)式によると罰金の増加は,直接的に自国人労働者の雇用量を増加させ

る一方,非合法外国人労働者の雇用量の減少をつうじて間接的に自国人労働

者の雇用量を減少させる.すなわち,

賢 (a:

N-

p(N--N )2汀 lA Di I (o‡

N

p(Nl-N )2p)llB･



64 経 営 と 経 済

である･ワヵが十分小さいばあい,直接的な効果(上式右辺第 2項)が間接的な

効果(上式右辺第1項)を上回り,罰金が増加することにより自国人労働者の

雇用量が増加する21).

(9a)式によると雇用されている自国人労働者の予想生涯効用は,自国人労

働者の雇用量の増加関数である(dVEN/dN>0)･このため雇われている非合

法外国人労働者の発見証明確率の資源弾力性が十分小さいばあい,罰金の増

加は自国人労働者の雇用量の増加をつうじて,雇用されている自国人労働者

の予想生涯効用を増加させる22).

要するに雇われている非合法外国人労働者の発見証明確率の資源弾力性が

十分小さくても,非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁を強めると,

それらの労働者の雇用が抑制される.また制裁の強化は,自国人労働者にも

望ましい影響をおよばす.

5節 ま と め

本論文は小国開放経済を仮定して,非合法外国人労働者の雇用者にたいす

る制裁が非合法外国人労働者の雇用と自国人労働者の厚生におよばす影響を

調べた.そのさい制裁にかんするこれまでの分析とは異なり,制裁が非合法

外国人労働者の労働供給におよばす影響を明示的に考慮した.また非合法外国

人労働者の雇用の政策当局による摘発にかんしても現実的な仮定をおいた.

21)dN/dfk,[0(e/p)fNl (NT-N)2)軒 lD-1(AD～十BD)と書き換えられる･Dが正である

ことはすでに示した･またヮpが十分小さければ,AD～+BDは正である･具体的には limり♪-'0
(AD～+BD)ニ ーp紺 〝である.

22)∂VEJaf-(e/p)(1/r)(Ml (M -M)2)(β+p)(D～/D)+(e/p)(1/r)(M/(ML-M)Hワp/(1-

かp))(P/i)から罰金の増加は非合法外国人労働者の雇用量の減少をつうじて雇用されてい

る非合法外国人労働者の予想生涯効用を減少させる一方(上式右辺第1項),発見証明確率

の上昇をつうじて雇用されている非合法外国人労働者の予想生涯効用を増加させる(上式

右辺第2項)･軸が十分小さければ,前者の効果が後者の効果を上回る･このためヮpが十

分小さければ,罰金が増加することにより雇用されている非合法外国人労働者の予想生

涯効用が減少する.
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そして本論文はこのような経済においても,政策当局が非合法外国人労働

者の雇用者にたいする制裁を強めると,非合法外国人労働者の雇用が減少す

るばかりでなく,自国人労働者の厚生が増加するという結果を導き出した.

それ自身によって費用を賄うことができ,自国人労働者にも好ましい影響を

およばすから,非合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁は非合法外国人

労働者の雇用抑制の有力な政策の 1つとなり得よう.

本論文で今後検討し改善すべき点として,つぎのことがあげられる.1つ

は,自国人労働者と非合法外国人労働者の代替性にかんする仮定である.本

論文は非合法外国人労働者の有効労働力は自国人労働者のそれよりも小さい

が,これらの労働者は代替的な生産要素である,と仮定した.しかし現実に

は非合法外国人労働者にはたくさんの不熟練労働者が含まれているから,徳

らは自国人労働者と補完的な生産要素であると仮定することもできる.この

ような仮定のもとでは,制裁によって非合法外国人労働者の雇用を抑制しよ

うとすると,自国人労働者の雇用も抑制されてしまうかもしれない.このた

め制裁は自国人労働者の厚生を損なうおそれがある.このような可能性は非

合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁の実行可能性を左右するから,坐

産関数にかんする仮定を変更して自国人労働者と非合法外国人労働者が補完

的な生産要素であるばあいを是非検討してみなければならない.

もう1つは,非合法外国人労働者数にかんする仮定である.本論文は,罪

合法外国人労働者数を分析をつうじて一定と仮定した.しかし非合法外国人

労働者の出身国で得られる効用との差によって彼らの流入や流出がしょうじ

るならば,非合法外国人労働者数は減少するかもしれない.なぜなら本論文

では罰金の増加によって非合法外国人労働者の効用が減少したからである.

罰金の増加によって非合法外国人労働者数がほんとうに減少するならば,罪

合法外国人労働者の雇用者にたいする制裁は,非合法外国人労働者の流入抑

制にも有効であるといえよう.制裁の効果をより明確にするために,労働移

動の内生化にも取り組まなければならない.
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